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健常児の親へ医療的ケアの理解を促すための
保育者の支援 ‒地域でともに過ごす医療的
ケア児の親の思いに焦点を当てて‒
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【目的】
医療的ケア児の親に、健常児の親と地域で過ごす中での
思いについてインタビューを行い、健常児の親へ、医療的
ケアの理解を促すための保育士や教師（以下、保育者とす
る）からの支援方法を考える一助とする。
【方法】
対象者は、保育や教育の場で日常を健常児と過ごす医療
的ケア児の親5名とした。研究デザインは質的帰納的アプ
ローチによる因子探索型研究とし、分析方法は半構造化
面接で得た言動・反応を抽出、類似・共通するもので分
類・整理してカテゴリー化した。本研究は、所属機関の倫
理審査委員会の承認を得て実施した(承認番号21－03)。
【結果】
3カテゴリー【】と9サブカテゴリー≪≫が生成された。
　【医療的ケアを理解してほしい】では、医療的ケア児の
親は、健常児の親に《医療的ケア児やその親の状況を理解
してほしい》、《医療的ケア児の親の思いを知ってほしい》
と考えていた。医療的ケアに興味を示した健常児への親の
対応には、《医療的ケア児やその親に対する健常児の親の
思いが理解できる》と感じていた。
　【住んでいる地域で安心して過ごしたい】では、《住ん
でいる地域で子育てがしたい》と願い、医療的ケア児が安
全・安心して過ごすために《地域で過ごすために医療福祉
専門職の支援が必要》であり、《健常児の親には特別な関
わりは求めていない》。また、同じ状況のこどもの親と接す
る機会が多く、《健常児の親と医療的ケア児の親との交わ
りは難しいと感じる》と述べていた。
　【医療的ケア児・健常児それぞれの成長発達を促す】
では、日々の生活で《医療的ケア児・健常児が共に過ごす
ことはお互いの成長発達につながる》、《健常児と幼児期
から一緒に過ごさせたい》と感じていた。
【考察】
医療的ケア児数は健常児数に比べ圧倒的に少ないために、
健常児の親には認知がされにくい。そのため、《医療的ケア
児やその親に対する健常児の親の思いが理解できる》が、
同じ子育てをしている親だからこそ【医療的ケアを理解し
てほしい】という思いがあると考えた。また、医療的ケア児
とその親が住み慣れた地域で過ごすことができるのは、地
域の中で存在を認められたと感じることにつながる。保育
者は、《医療的ケア児の親の思いを知ってほしい》思いを理
解した上で、医療的ケア児の親との関係を構築し、健常児
の親が医療的ケアを理解できるような支援が必要である。
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【目的】
体罰禁止という児童福祉法および児童虐待防止法の改正
や社会の変化により、ますます世間の目が母親のしつけに
対して厳しくなることが予測される中、第一次反抗期で言
葉の獲得途中である２歳児を育てている母親はしつけの
困難さや不安などの思いを抱えながら子育てをしているこ
とが推察される。しかし、母親が普段行っているわが子へ
のしつけに対する思いについては明らかにされていない。
そこで、２歳児を育てている母親のしつけに対する思いを
明らかにする。
【方法】
１グループ４名程度のフォーカス・グループ・インタビュー
（以下FGIとする）を用いた質的記述的研究を行った。研
究参加者は、A県内の２歳児を育てている母親11名で、子
育てサークル等を通した機縁法および雪だるま式サンプリ
ングによって依頼した。３回のFGIで得られた逐語録を基
に、質的帰納的に分析した。なお、本研究は所属機関の研
究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
３名から４名のFGIを３回実施し、349のコードから59の
サブカテゴリー、13のカテゴリーが生成された。カテゴリ
ーは、『言葉で伝えあうことのできない２歳児のしつけの
難しさ』、『社会で生きていくための基本的なルールを子
どもにしつけたい』、『子どもの気持ちと主体性を大事に
したい』、『母親として子どものために模索しながらしつけ
と向き合う』、『怒らないように心掛けながら子どもと向き
合う』、『感情のままに子どもを怒ってしまった後の落ち込
み』、『夫と一緒にしつけをしたいという期待と現実とのギ
ャップ』、『一人で行う子育てやしつけに追い詰められる』、
『SNSからの情報に振り回される』、『他者のしつけと比
べることによる気持ちの揺れ』、『子どもが外で泣くことへ
の世間の厳しい目に対する複雑な思い』、『世間の虐待へ
の意識の高まりから思うようにしつけができない』、『周囲
の人とつながりが持てる環境への期待』であった。
【考察】
13のカテゴリーから、わが子のしつけへの思い入れや、子
育てやしつけを一人で行う母親の苦悩、厳しい世間の目に
対する思い、周囲への期待といった母親の思いが明らかと
なり、子育てやしつけについて母親同士や家族、社会がつ
ながる支援への示唆を得ることができた。

O3-010

複数の合併症を持つ児を過小評価したために
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【はじめに】
複数の疾患を有する児の場合、合併症の改善には時間を
要する。またフォロー先が病院・療育施設・訪問看護など
多岐に渡る為“育てにくい児”と日々向き合いながら多くの
スタッフと接する母親の心身的負荷は想像以上に大きい。
今回、服薬不良や育児困難を打ち明けないことで対人関
係の維持に努めていた母親の詳細に気付くまで時間を要
し、児の過小評価に至った。
【本文】
2歳女児。在胎31週3日,1326gで出生。早産・極低出生体
重児・先天性内反足・椎体異常・脊髄脂肪種術後で慢性
便貯留・神経因性膀胱・精神運動発達遅延を有する。複数
の病院・療育施設受診に加え訪問看護も受けていた。生
後1歳までは発育順調であった。胃腸炎を契機に体重増加
不良・経口摂取低下が進行し外来介入を強化した。他院消
化器科で便貯留治療が　療育施設で摂食外来指導が実
施されていたため当院では血液検査・超音波検査に加え
栄養士による栄養相談を行った。状況改善しないため2歳4
ヵ月に入院管理に切り替えた。入院後経管栄養を開始した。
看護師の定時浣腸や便秘薬連日注入で体重の6%相当の
便が排泄され腹部膨満が消失した。齲歯を認め歯科口腔
外科指導のもと看護師がケアしたところ間もなく口腔内環
境が改善した。食事の時に座位をとる・手洗いするなどの
環境も児は未体験で始め強く抵抗したが連日の教育で取
得すると自ら喜んで食事前後の挨拶も手を合わせて声出し
しながらできるようになった。連日経口摂取は順調だった。
よって経管栄養は終了できた。残存する水分忌避傾向につ
いては栄養士により粥食やあらゆる汁物の提案を受けた。
自宅で負担の少ない献立の指導も改めて母に行われた。
退院に向け母親への介入見直しが重要と考えた。療育施
設・訪問看護・保健師・当院ソーシャルワーカー・子ども家
庭支援センターで集まり情報共有及び今後の方針相談を
行った。
【まとめ】
遷延する体重増加不良や経口摂取低下・水分忌避傾向を
認める児を外来フォローから管理入院に切り替えたところ、
確実な服薬・口腔ケア・食事時の環境調整などでスムーズ
に経口摂取改善し　結局摂食機能不全は認めなかった。
結果的に母親の養育困難が強いと判断した。児の症状改
善に時間を要する場合は管理入院に切り替えて持続的に
母児の様子を多職種のスタッフで把握し問題解決に向け
多方面からアプローチする事が有意義だと強く考えた。
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【背景】
父親の育児休暇取得率は向上しているが、休暇の育児・
家事への関わりは限定的であり、母親の休息の妨げになる
という指摘がある一方で、頑張ろうとする父親が心身の不
調に陥ることも報告されている。しかし父親への育児支援
の実施はまだ少ない。そこで本研究班では、父親への育
児支援を提供していると考えられる機関において、その実
施状況を明らかにし、今後の支援の在り方を検討すること
を目的とした。
【対象と方法】
全国1741の全国基礎自治体の母子保健担当部署課長に
対し、2020年と2023年に、父親への育児支援実施状況に
ついて縦断調査を実施、企業への調査は、全国イクボス
企業登録232社(2020年10月時点)に対し、横断調査を実
施した。なお、全ての調査は国立成育医療センターの倫理
委員会の承認を得て実施した。
【結果】
基礎自治体母子保健部署の調査への返信は１回目調査816
（回収率46.9%）、２回目調査606（回収率34.8%）、企業
は82（回収率32.5%）を分析対象とした。父親を主な対象と
する事業の実施は2020年の調査で6.5%、2023年調査では
10%とわずかに増加傾向にある。また、母子保健事業内で
の父親に向けた情報提供など支援の実施も23年度の調査
で増加していた。父親を対象とする支援を実施しなかった
自治体の7割以上は、必要性を感じながらも父親のニーズ
がわからない、集客の困難等の理由で実施に至らなかった。
イクボス企業は、育児休暇取得を奨励する企業であり、正
社員人数の多い大企業の割合が多い。具体的な父親への
育児支援は出産祝いの支給が最も多く、次いで法定以上の
休暇取得の奨励、ワークライフバランスに関わる個別相談、
が挙げられた。職域でも支援実施の困難に、父親の育児に
関連するニーズが不明であることが挙げられ、さらに社内
での育児期男性に対する理解の必要性も挙げられていた。
【考察】
基礎自治体および企業の双方において、父親自身がニー
ズを提示しないことが支援実施困難の一因であることが
明らかとなった。夫婦と未婚の子ども世帯が多いわが国に
おいて、現在未就学児を抱える家庭の約６割が共働き世
帯であり、父親が育児・家事に関わらない家庭の多くは母
親への労働の偏重とともに、ネグレクトなどの不適切な育
児行動への懸念が残る。父親が育児・家事を知る時間的
余裕と支援が必要である。
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